
様式第１号（第４条関係） 

  年  月  日   

 

越前市長 様 

所在地 

氏名         印   

（TEL           ） 

 

越前市住宅用地等購入資金利子補給金交付認定申請書 

 

越前市住宅用地等購入資金利子補給金交付要綱第４条の規定に基づき、借入金額に対し利子の

補給を受けたいので、利子補給金の交付認定を下記のとおり申請いたします。 

この申請につき、市長が私又は私の世帯員の市税納税状況及び住居状況について、調査するこ

とに同意します。 

記 

融資の種類 住宅ローン   その他（       ） 

資金用途 土地資金   土地・建物資金 同居家族数 人 

借入期間 
  年  月  日～ 

  年  月  日 借入金額  

貸付方法  

利  率 年    ％ 貸付実行日   年  月  日 

認定申請日現在の融資残高                  円 

貸付担保物件の概要 

担保種別 土地・建物・両方共  

土地代金             円 建築等費用金額        円 

土地の地番  地積        ㎡ 

建物の種別 新築・購入 床面積 

1 階 

2 階 

3 階 

 計 

 

 

 

 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

     年   月   日 

以上のとおり、融資を実行したことを証明します。 

金融機関名            印 



様式第２号（第４条関係） 

                                                     越都第           号 

                                                           年    月    日 

                           様 

                                      越前市長 

 

越前市住宅用地等購入資金利子補給金交付認定・否認通知書 

 

        年    月    日付けで交付認定申請のあった越前市住宅用地等購入資金利子補

給金の交付認定について下記のとおり結果を通知します。 

 

記 

  １  認定                                                                             

借入金額及び金利                  千円  （年利      ％） 

借 入 期 間 
            年      月      日から 

            年      月      日まで 

補給金交付対象期間 

 要綱第３条第２項に定める月から起算して６０ヶ月      

              年      月       から 

            年      月       まで 

利 子 補 給 額  
支払利子額 ×（１．０％÷融資金の年利率） 又は 

支払利子額（融資金の年利率が１．０％未満の場合） 

(1) 利子補給金の交付申請には、前年の１２月３１日現在の融資残高を確認できる金融機

関の証明（様式第４号）を添えて、毎年１月３１日までに利子補給金交付申請書（様

式第３号）を提出してください。 

(2) 資金融資の申込等の手続の際に偽り及びその他不正があった場合は認定を取消すこと

があります。 

(3) 補給金額は、１年度につき１００，０００円が限度です。 

(4) 要綱の規定をよくお読みください。 

 

  ２  否認 

    （理由） 



様式第３号  (第５条関係) 

                                                             年    月    日 

  越前市長                  様 

 

                              所在地                                   

                              氏 名                            印   

                                                 （℡                 ） 

 

越前市住宅用地等購入資金利子補給金交付申請書 

 

        年    月    日付け越都計第      号で交付認定のあった越前市住宅用地等購入資

金利子補給金の交付を受けたいので、越前市住宅用地等購入資金利子補給金交付要綱第５条

の規定に基づき次のとおり申請します。 

 この給付金の交付につき、市長が私又は私の世帯員の市税納税状況及び住居状況について、調

査することに同意します。 

記 

                                                                                       

融 資 の 種 類  住宅ローン      その他（        ） 

資 金 用 途 １．土地資金   ２．土地建物併用資金 

借入金額及び金利 
           千円（年利       ％） 

      （内 土地資金     千円） 

借 入 期 間 
             年      月      日から 

             年      月      日まで 

補 給 金 受 給 対 象 期 間 
             年      月       から 

             年      月       まで 

利 子 支 払 額                        円 

交 付 申 請 額 

（ 補 給 金 額 ） 
              円 

添付書類 

  １  前年の１２月３１日現在の融資残高を確認できる金融機関の証明書（様式第４号） 



様式第４号（第５条関係） 

融資残高証明書 

 

 

年  月  日 

 

 

 

                               様 

 

 

 

                                  金融機関名                    印 

 

 

                                                                                

融 資 金 額           円 （年利     ％） 

融 資 期 間           

自             年        月        日 

 

至             年        月        日 

      年１２月３１日 

 現在の融資残額 

 

 

 

 

                                    円 

 

  ※  毎回の支払利子額を明記した返済額一覧表（写し）を添付してください。 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第６条関係） 

 

                                                        第           号 

                                                             年    月    日 

 

                            様 

 

                                       越前市長 

 

 

越前市住宅用地等購入資金利子補給金交付決定・否決通知書 

 

        年    月    日付けで申請のあった越前市住宅用地等購入資金利子補給金の交付につ

いて下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

  １  決定                                                                       

利子補給金額 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
円

※ 補給金額は、１年度につき１００，０００円が限度です。（要綱第３条） 

 

 

 

  ２  否決 

    （理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第８条関係） 

年  月  日   

越前市長  様 

申請者 住 所                     

氏 名         

越前市住宅用地等購入資金利子補給金事業廃止届 

     年  月  日付け第  号で交付認定通知を受けた越前市住宅用地等購入資金利子

補給金事業については、次のとおり廃止したいので、越前市住宅用地等購入資金利子補給金交付

要綱第８条の規定により届け出ます。 

 

1 補助事業の名称 越前市住宅用地等購入資金利子補給金事業 

 

 2 廃止の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


